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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　を有し、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第１の検出手段は、切り替え前後で、検出する周期を変更する、
　情報処理装置。
【請求項２】
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　を有し、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第１の検出手段は、切り替え前後で、感度を変更する、
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　情報処理装置。
【請求項３】
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　を有し、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された場合、前記輸送状況に応
じて前記制御手段は、機器の設定を第２の記憶装置に記憶させる制御を行う手段に切り替
わる、
　情報処理装置。
【請求項４】
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　を有し、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある値の場合、警告を
出力する警告手段を備え、
　前記警告手段は、前記第１の検出手段の切り替え前後で、警告を出力する予め定められ
た前記範囲を切り替える、
　情報処理装置。
【請求項５】
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段と、
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された場合、前記第１の記憶装
置に記憶された検出結果を出力できる出力手段
　を有し、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記出力手段は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前に、予
め定められた第２の動作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果
を出力できる、
　情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記第１の検出手段による検出結果が予め定められた範囲にある値の
場合に、該検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行う、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある値の場合、警告を
出力する警告手段を備える、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
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　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　を有し、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記制御手段は、前記第１の検出手段による検出結果が予め定められた範囲にある値の
場合に、該検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行い、
　前記出力手段は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前に、予
め定められた第２の動作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果
を出力できる、
　情報処理装置。
【請求項９】
　前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある値の場合、警告を
出力する警告手段を備える、
　請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　を有し、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある値の場合、警告を
出力する警告手段を備え、
　前記出力手段は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前に、予
め定められた第２の動作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果
を出力できる、
　情報処理装置。
【請求項１１】
　輸送の途中経過を出力させるための動作を予め定められた第２の動作として検出する、
　請求項５から１０のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記第２の動作が検出され、前記出力手段によって出力された後に、前記制御手段は、
前記第１の記憶装置内の検出結果を削除する、
　請求項５から１１のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　を有し、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後に、予め定められた第
３の動作が検出された場合、前記第１の検出手段は、輸送状況を検出するように切り替え
、
　前記予め定められた第３の動作が検出された場合、前記制御手段は、前記第１の記憶装
置内の前記輸送状況の検出結果を削除する、
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　情報処理装置。
【請求項１４】
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　を有し、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後に、予め定められた第
３の動作が検出された場合、前記制御手段は、機器の輸送状況を示す検出結果を前記第１
の記憶装置に記憶させる制御を行い、
　前記予め定められた第３の動作が検出された場合、前記制御手段は、前記第１の記憶装
置内の前記輸送状況の検出結果を削除する、
　情報処理装置。
【請求項１５】
　輸送状態に再設定する動作を予め定められた第３の動作として検出する、
　請求項１４に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記第２の検出手段は、機器を使用可能な状態にするための動作を予め定められた動作
として検出する、
　請求項１から１５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された場合、前記第１の記憶装
置に記憶された検出結果を出力できる出力手段
　をさらに有する請求項１から４、８から１６のいずれか一項（ただし、請求項５を間接
的に引用する請求項は除く）に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記制御手段は、前記第１の検出手段による検出結果が予め定められた範囲にある値の
場合に、該検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行う、
　請求項１から５、７、１０から１７のいずれか一項（ただし、請求項６、８を間接的に
引用する請求項は除く）に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある値の場合、警告を
出力する警告手段を備える、
　請求項１から３、５、６、８、１１から１８のいずれか一項（ただし、請求項４、７、
９、１０を間接的に引用する請求項は除く）に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後に、予め定められた第
３の動作が検出された場合、前記第１の検出手段は、輸送状況を検出するように切り替え
る、
　請求項１から１２、１４から１９のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項２１】
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後に、予め定められた第
３の動作が検出された場合、前記制御手段は、機器の輸送状況を示す検出結果を前記第１
の記憶装置に記憶させる制御を行う、
　請求項１から１３、１６から２０のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項２２】
　輸送状態に再設定する動作を予め定められた第３の動作として検出する、
　請求項２１に記載の情報処理装置。
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【請求項２３】
　コンピュータを、
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　として機能させ、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第１の検出手段は、切り替え前後で、検出する周期を変更する、
　情報処理プログラム。
【請求項２４】
　コンピュータを、
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　として機能させ、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第１の検出手段は、切り替え前後で、感度を変更する、
　情報処理プログラム。
【請求項２５】
　コンピュータを、
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　として機能させ、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された場合、前記輸送状況に応
じて前記制御手段は、機器の設定を第２の記憶装置に記憶させる制御を行う手段に切り替
わる、
　情報処理プログラム。
【請求項２６】
　コンピュータを、
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段と、
　前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある値の場合、警告を
出力する警告手段
　として機能させ、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記警告手段は、前記第１の検出手段の切り替え前後で、警告を出力する予め定められ
た前記範囲を切り替える、
　情報処理プログラム。
【請求項２７】
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　コンピュータを、
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段と、
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された場合、前記第１の記憶装
置に記憶された検出結果を出力できる出力手段
　として機能させ、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記出力手段は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前に、予
め定められた第２の動作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果
を出力できる、
　情報処理プログラム。
【請求項２８】
　コンピュータを、
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　として機能させ、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記制御手段は、前記第１の検出手段による検出結果が予め定められた範囲にある値の
場合に、該検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行い、
　前記出力手段は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前に、予
め定められた第２の動作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果
を出力できる、
　情報処理プログラム。
【請求項２９】
　コンピュータを、
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段と、
　前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある値の場合、警告を
出力する警告手段
　として機能させ、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記出力手段は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前に、予
め定められた第２の動作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果
を出力できる、
　情報処理プログラム。
【請求項３０】
　コンピュータを、
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
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　として機能させ、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後に、予め定められた第
３の動作が検出された場合、前記第１の検出手段は、輸送状況を検出するように切り替え
、
　前記予め定められた第３の動作が検出された場合、前記制御手段は、前記第１の記憶装
置内の前記輸送状況の検出結果を削除する、
　情報処理プログラム。
【請求項３１】
　コンピュータを、
　輸送状況を検出する第１の検出手段と、
　予め定められた動作を検出する第２の検出手段と、
　予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置
に記憶させる制御を行う制御手段
　として機能させ、
　前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記
機器の動作状況を検出できるように切り替え、
　前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後に、予め定められた第
３の動作が検出された場合、前記制御手段は、機器の輸送状況を示す検出結果を前記第１
の記憶装置に記憶させる制御を行い、
　前記予め定められた第３の動作が検出された場合、前記制御手段は、前記第１の記憶装
置内の前記輸送状況の検出結果を削除する、
　情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、搬送中の物品の状態を、物品の種類毎や物品の梱包単位毎に検知し、
その品質を実際の流通過程に適応した評価基準を用いて評価することにより、搬送元から
搬送先まで包括的かつ詳細な品質管理を自動的に行うことができる物流管理システムを提
供することを課題とし、物品の温度等を検知するセンサーを物品に付属させて搬送するシ
ステムであって、前記センサーとの通信手段及びネットワーク接続手段を備えた保管倉庫
と、前記センサーとの通信手段及びネットワーク接続手段を備えた移動体と、ネットワー
クを通じて前記保管倉庫及び前記移動体と通信可能なサーバと、を含み、前記保管倉庫及
び前記移動体は、前記通信手段により前記センサーが検知した物品の状態を受信し、該物
品の状態を前記ネットワーク接続手段により前記サーバに送信することが開示されている
。
【０００３】
　特許文献２には、輸送物の破損事故がどのような状況で起きたのかを把握することによ
り、その原因を特定し、物流の品質改善に役立てることができる物流品質検査方法を提供
することを課題とし、輸送物に取り付けられたデータレコーダが、当該輸送物が特定の状
況下にある事実、例えば衝撃が加えられた事実を検出したときに、当該輸送物の現在位置
を表す位置データをサーバコンピュータに伝達し、サーバコンピュータは、それぞれ輸送
物の搬送経路上の所定位置に設置された複数のカメラのうち、受信した位置データに基づ
いて輸送物の状況を撮影可能なカメラを特定し、このカメラの撮像データを取り込むため
の制御を行うことが開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３２３１６９号公報
【特許文献２】特開２０１２－１９７１３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　輸送中の物品の状態を検出するために、特許文献１に記載の技術では、物品の温度等を
検出するセンサーを物品に付属させて搬送することを行っており、特許文献２に記載の技
術では、輸送物の搬送経路上の所定位置に複数のカメラを設置することが行われている。
　しかし、新たにセンサーを付与することが必要であり、新たに複数のカメラを設置する
ことが必要となる。一方、輸送が完了した後は、そのセンサーは不要となってしまう。
　そこで、本発明は、機器の動作状況を検出するために設置された検出手段が、輸送状況
を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を記憶装
置に記憶させるようにした情報処理装置及び情報処理プログラムを提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
　請求項１の発明は、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定められた動作を検出
する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出
結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段を有し、前記第１の検出手段は、
前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出でき
るように切り替え、前記第１の検出手段は、切り替え前後で、検出する周期を変更する、
情報処理装置である。
【０００７】
　請求項２の発明は、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定められた動作を検出
する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出
結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段を有し、前記第１の検出手段は、
前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出でき
るように切り替え、前記第１の検出手段は、切り替え前後で、感度を変更する、情報処理
装置である。
【０００８】
　請求項３の発明は、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定められた動作を検出
する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出
結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段を有し、前記第１の検出手段は、
前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出でき
るように切り替え、前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された場合、
前記輸送状況に応じて前記制御手段は、機器の設定を第２の記憶装置に記憶させる制御を
行う手段に切り替わる、情報処理装置である。
【０００９】
　請求項４の発明は、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定められた動作を検出
する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出
結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段を有し、前記第１の検出手段は、
前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出でき
るように切り替え、前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある
値の場合、警告を出力する警告手段を備え、前記警告手段は、前記第１の検出手段の切り
替え前後で、警告を出力する予め定められた前記範囲を切り替える、情報処理装置である
。
【００１０】
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　請求項５の発明は、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定められた動作を検出
する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出
結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段と、前記第２の検出手段によって
予め定められた動作が検出された場合、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果を出力
できる出力手段を有し、前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動
作を検出した後、前記機器の動作状況を検出できるように切り替え、前記出力手段は、前
記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前に、予め定められた第２の動
作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果を出力できる、情報処
理装置である。
【００１１】
　請求項６の発明は、前記制御手段は、前記第１の検出手段による検出結果が予め定めら
れた範囲にある値の場合に、該検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行う、
請求項５に記載の情報処理装置である。
【００１２】
　請求項７の発明は、前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にあ
る値の場合、警告を出力する警告手段を備える、請求項５に記載の情報処理装置である。
【００１３】
　請求項８の発明は、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定められた動作を検出
する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出
結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段を有し、前記第１の検出手段は、
前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出でき
るように切り替え、前記制御手段は、前記第１の検出手段による検出結果が予め定められ
た範囲にある値の場合に、該検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行い、前
記出力手段は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前に、予め定
められた第２の動作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果を出
力できる、情報処理装置である。
【００１４】
　請求項９の発明は、前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にあ
る値の場合、警告を出力する警告手段を備える、請求項８に記載の情報処理装置である。
【００１５】
　請求項１０の発明は、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定められた動作を検
出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検
出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段を有し、前記第１の検出手段は
、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出で
きるように切り替え、前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にあ
る値の場合、警告を出力する警告手段を備え、前記出力手段は、前記第２の検出手段によ
って予め定められた動作を検出する前に、予め定められた第２の動作が検出された場合は
、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果を出力できる、情報処理装置である。
【００１６】
　請求項１１の発明は、輸送の途中経過を出力させるための動作を予め定められた第２の
動作として検出する、請求項５から１０のいずれか一項に記載の情報処理装置である。
【００１７】
　請求項１２の発明は、前記第２の動作が検出され、前記出力手段によって出力された後
に、前記制御手段は、前記第１の記憶装置内の検出結果を削除する、請求項５から１１の
いずれか一項に記載の情報処理装置である。
【００１８】
　請求項１３の発明は、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定められた動作を検
出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検
出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段を有し、前記第１の検出手段は
、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出で
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きるように切り替え、前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後に
、予め定められた第３の動作が検出された場合、前記第１の検出手段は、輸送状況を検出
するように切り替え、前記予め定められた第３の動作が検出された場合、前記制御手段は
、前記第１の記憶装置内の前記輸送状況の検出結果を削除する、情報処理装置である。
【００１９】
　請求項１４の発明は、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定められた動作を検
出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検
出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段を有し、前記第１の検出手段は
、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出で
きるように切り替え、前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後に
、予め定められた第３の動作が検出された場合、前記制御手段は、機器の輸送状況を示す
検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行い、前記予め定められた第３の動作
が検出された場合、前記制御手段は、前記第１の記憶装置内の前記輸送状況の検出結果を
削除する、情報処理装置である。
【００２０】
　請求項１５の発明は、輸送状態に再設定する動作を予め定められた第３の動作として検
出する、請求項１４に記載の情報処理装置である。
【００２１】
　請求項１６の発明は、前記第２の検出手段は、機器を使用可能な状態にするための動作
を予め定められた動作として検出する、請求項１から１５のいずれか一項に記載の情報処
理装置である。
　請求項１７の発明は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された場
合、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果を出力できる出力手段をさらに有する請求
項１から４、８から１６のいずれか一項（ただし、請求項５を間接的に引用する請求項は
除く）に記載の情報処理装置である。
　請求項１８の発明は、前記制御手段は、前記第１の検出手段による検出結果が予め定め
られた範囲にある値の場合に、該検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行う
、請求項１から５、７、１０から１７のいずれか一項（ただし、請求項６、８を間接的に
引用する請求項は除く）に記載の情報処理装置である。
　請求項１９の発明は、前記第１の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲に
ある値の場合、警告を出力する警告手段を備える、請求項１から３、５、６、８、１１か
ら１８のいずれか一項（ただし、請求項４、７、９、１０を間接的に引用する請求項は除
く）に記載の情報処理装置である。
　請求項２０の発明は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後
に、予め定められた第３の動作が検出された場合、前記第１の検出手段は、輸送状況を検
出するように切り替える、請求項１から１２、１４から１９のいずれか一項に記載の情報
処理装置である。
　請求項２１の発明は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作が検出された後
に、予め定められた第３の動作が検出された場合、前記制御手段は、機器の輸送状況を示
す検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行う、請求項１から１３、１６から
２０のいずれか一項に記載の情報処理装置である。
　請求項２２の発明は、輸送状態に再設定する動作を予め定められた第３の動作として検
出する、請求項２１に記載の情報処理装置である。
【００２２】
　請求項２３の発明は、コンピュータを、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定
められた動作を検出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の
輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段として機能さ
せ、前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前
記機器の動作状況を検出できるように切り替え、前記第１の検出手段は、切り替え前後で
、検出する周期を変更する、情報処理プログラムである。
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　請求項２４の発明は、コンピュータを、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定
められた動作を検出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の
輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段として機能さ
せ、前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前
記機器の動作状況を検出できるように切り替え、前記第１の検出手段は、切り替え前後で
、感度を変更する、情報処理プログラムである。
　請求項２５の発明は、コンピュータを、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定
められた動作を検出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の
輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段として機能さ
せ、前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前
記機器の動作状況を検出できるように切り替え、前記第２の検出手段によって予め定めら
れた動作が検出された場合、前記輸送状況に応じて前記制御手段は、機器の設定を第２の
記憶装置に記憶させる制御を行う手段に切り替わる、情報処理プログラムである。
　請求項２６の発明は、コンピュータを、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定
められた動作を検出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の
輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段と、前記第１
の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある値の場合、警告を出力する警
告手段として機能させ、前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動
作を検出した後、前記機器の動作状況を検出できるように切り替え、前記警告手段は、前
記第１の検出手段の切り替え前後で、警告を出力する予め定められた前記範囲を切り替え
る、情報処理プログラムである。
　請求項２７の発明は、コンピュータを、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定
められた動作を検出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の
輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段と、前記第２
の検出手段によって予め定められた動作が検出された場合、前記第１の記憶装置に記憶さ
れた検出結果を出力できる出力手段として機能させ、前記第１の検出手段は、前記第２の
検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出できるように切
り替え、前記出力手段は、前記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前
に、予め定められた第２の動作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検
出結果を出力できる、情報処理プログラムである。
　請求項２８の発明は、コンピュータを、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定
められた動作を検出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の
輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段として機能さ
せ、前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前
記機器の動作状況を検出できるように切り替え、前記制御手段は、前記第１の検出手段に
よる検出結果が予め定められた範囲にある値の場合に、該検出結果を前記第１の記憶装置
に記憶させる制御を行い、前記出力手段は、前記第２の検出手段によって予め定められた
動作を検出する前に、予め定められた第２の動作が検出された場合は、前記第１の記憶装
置に記憶された検出結果を出力できる、情報処理プログラムである。
　請求項２９の発明は、コンピュータを、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定
められた動作を検出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の
輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段と、前記第１
の検出手段による前記検出結果が予め定められた範囲にある値の場合、警告を出力する警
告手段として機能させ、前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動
作を検出した後、前記機器の動作状況を検出できるように切り替え、前記出力手段は、前
記第２の検出手段によって予め定められた動作を検出する前に、予め定められた第２の動
作が検出された場合は、前記第１の記憶装置に記憶された検出結果を出力できる、情報処
理プログラムである。
　請求項３０の発明は、コンピュータを、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定
められた動作を検出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の
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輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段として機能さ
せ、前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前
記機器の動作状況を検出できるように切り替え、前記第２の検出手段によって予め定めら
れた動作が検出された後に、予め定められた第３の動作が検出された場合、前記第１の検
出手段は、輸送状況を検出するように切り替え、前記予め定められた第３の動作が検出さ
れた場合、前記制御手段は、前記第１の記憶装置内の前記輸送状況の検出結果を削除する
、情報処理プログラムである。
　請求項３１の発明は、コンピュータを、輸送状況を検出する第１の検出手段と、予め定
められた動作を検出する第２の検出手段と、予め定められた動作を検出するまで、機器の
輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う制御手段として機能さ
せ、前記第１の検出手段は、前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前
記機器の動作状況を検出できるように切り替え、前記第２の検出手段によって予め定めら
れた動作が検出された後に、予め定められた第３の動作が検出された場合、前記制御手段
は、機器の輸送状況を示す検出結果を前記第１の記憶装置に記憶させる制御を行い、前記
予め定められた第３の動作が検出された場合、前記制御手段は、前記第１の記憶装置内の
前記輸送状況の検出結果を削除する、情報処理プログラムである。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１の情報処理装置によれば、機器の動作状況を検出するために設置された検出手
段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検
出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、切り替え前後で、検出する周
期を変更することができる。
【００２４】
　請求項２の情報処理装置によれば、機器の動作状況を検出するために設置された検出手
段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検
出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、切り替え前後で、感度を変更
することができる。
【００２５】
　請求項３の情報処理装置によれば、機器の動作状況を検出するために設置された検出手
段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検
出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、輸送が完了した後は、制御手
段を、機器の設定を第２の記憶装置に記憶させる制御を行う手段に切り替えることができ
る。
【００２６】
　請求項４の情報処理装置によれば、機器の動作状況を検出するために設置された検出手
段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検
出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、第１の検出手段による検出結
果が予め定められた範囲にある値の場合に、警告を出力することができる。そして、第１
の検出手段の切り替え前後で、警告を出力する予め定められた範囲を切り替えることがで
きる。
【００２７】
　請求項５の情報処理装置によれば、機器の動作状況を検出するために設置された検出手
段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検
出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、輸送が完了した後、第１の記
憶装置に記憶された検出結果を出力することができる。そして、輸送が完了する前に第２
の動作が検出された場合は、第１の記憶装置に記憶された検出結果を出力することができ
る。
【００２８】
　請求項６の情報処理装置によれば、第１の検出手段による検出結果が予め定められた範
囲にある値の場合に、その検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。
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【００２９】
　請求項７の情報処理装置によれば、第１の検出手段による検出結果が予め定められた範
囲にある値の場合に、警告を出力することができる。
【００３０】
　請求項８の情報処理装置によれば、機器の動作状況を検出するために設置された検出手
段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検
出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、第１の検出手段による検出結
果が予め定められた範囲にある値の場合に、その検出結果を第１の記憶装置に記憶させる
ことができる。そして、輸送が完了する前に第２の動作が検出された場合は、第１の記憶
装置に記憶された検出結果を出力することができる。
【００３１】
　請求項９の情報処理装置によれば、第１の検出手段による検出結果が予め定められた範
囲にある値の場合に、警告を出力することができる。
【００３２】
　請求項１０の情報処理装置によれば、機器の動作状況を検出するために設置された検出
手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す
検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、第１の検出手段による検出
結果が予め定められた範囲にある値の場合に、警告を出力することができる。そして、輸
送が完了する前に第２の動作が検出された場合は、第１の記憶装置に記憶された検出結果
を出力することができる。
【００３３】
　請求項１１の情報処理装置によれば、輸送の途中経過を出力させるための動作を予め定
められた第２の動作として検出することができる。
【００３４】
　請求項１２の情報処理装置によれば、第２の動作が検出され、第１の記憶装置内の情報
を出力した後に、第１の記憶装置内の検出結果を削除することがきる。
【００３５】
　請求項１３の情報処理装置によれば、機器の動作状況を検出するために設置された検出
手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す
検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、輸送が完了した後、第３の
動作が検出された場合、第１の検出手段は、輸送状況を検出するように切り替えることが
できる。そして、第３の動作が検出された場合、第１の記憶装置内の輸送状況の検出結果
を削除することができる。
【００３６】
　請求項１４の情報処理装置によれば、機器の動作状況を検出するために設置された検出
手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す
検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、輸送が完了した後、第３の
動作が検出された場合、制御手段は、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に
記憶させる制御を行うことができる。そして、第３の動作が検出された場合、第１の記憶
装置内の輸送状況の検出結果を削除することができる。
【００３７】
　請求項１５の情報処理装置によれば、輸送状態に再設定する動作を予め定められた第３
の動作として検出することができる。
【００３８】
　請求項１６の情報処理装置によれば、機器を使用可能な状態にするための動作を予め定
められた動作として検出することができる。
　請求項１７の情報処理装置によれば、輸送が完了した後、第１の記憶装置に記憶された
検出結果を出力することができる。
　請求項１８の情報処理装置によれば、第１の検出手段による検出結果が予め定められた
範囲にある値の場合に、その検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。
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　請求項１９の情報処理装置によれば、第１の検出手段による検出結果が予め定められた
範囲にある値の場合に、警告を出力することができる。
　請求項２０の情報処理装置によれば、輸送が完了した後、第３の動作が検出された場合
、第１の検出手段は、輸送状況を検出するように切り替えることができる。
　請求項２１の情報処理装置によれば、輸送が完了した後、第３の動作が検出された場合
、制御手段は、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行う
ことができる。
　請求項２２の情報処理装置によれば、輸送状態に再設定する動作を予め定められた第３
の動作として検出することができる。
【００３９】
　請求項２３の情報処理プログラムによれば、機器の動作状況を検出するために設置され
た検出手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況
を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、切り替え前後で、検
出する周期を変更することができる。
　請求項２４の情報処理プログラムによれば、機器の動作状況を検出するために設置され
た検出手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況
を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、切り替え前後で、感
度を変更することができる。
　請求項２５の情報処理プログラムによれば、機器の動作状況を検出するために設置され
た検出手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況
を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、輸送が完了した後は
、制御手段を、機器の設定を第２の記憶装置に記憶させる制御を行う手段に切り替えるこ
とができる。
　請求項２６の情報処理プログラムによれば、機器の動作状況を検出するために設置され
た検出手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況
を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、第１の検出手段によ
る検出結果が予め定められた範囲にある値の場合に、警告を出力することができる。そし
て、第１の検出手段の切り替え前後で、警告を出力する予め定められた範囲を切り替える
ことができる。
　請求項２７の情報処理プログラムによれば、機器の動作状況を検出するために設置され
た検出手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況
を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、輸送が完了した後、
第１の記憶装置に記憶された検出結果を出力することができる。そして、輸送が完了する
前に第２の動作が検出された場合は、第１の記憶装置に記憶された検出結果を出力するこ
とができる。
　請求項２８の情報処理プログラムによれば、機器の動作状況を検出するために設置され
た検出手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況
を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、第１の検出手段によ
る検出結果が予め定められた範囲にある値の場合に、その検出結果を第１の記憶装置に記
憶させることができる。そして、輸送が完了する前に第２の動作が検出された場合は、第
１の記憶装置に記憶された検出結果を出力することができる。
　請求項２９の情報処理プログラムによれば、機器の動作状況を検出するために設置され
た検出手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況
を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、第１の検出手段によ
る検出結果が予め定められた範囲にある値の場合に、警告を出力することができる。そし
て、輸送が完了する前に第２の動作が検出された場合は、第１の記憶装置に記憶された検
出結果を出力することができる。
　請求項３０の情報処理プログラムによれば、機器の動作状況を検出するために設置され
た検出手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況
を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、輸送が完了した後、
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第３の動作が検出された場合、第１の検出手段は、輸送状況を検出するように切り替える
ことができる。そして、第３の動作が検出された場合、第１の記憶装置内の輸送状況の検
出結果を削除することができる。
　請求項３１の情報処理プログラムによれば、機器の動作状況を検出するために設置され
た検出手段が、輸送状況を検出し、予め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況
を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させることができる。また、輸送が完了した後、
第３の動作が検出された場合、制御手段は、機器の輸送状況を示す検出結果を第１の記憶
装置に記憶させる制御を行うことができる。そして、第３の動作が検出された場合、第１
の記憶装置内の輸送状況の検出結果を削除することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】第１の実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】第１の実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
【図３】第１の実施の形態の処理例を示す説明図である。
【図４】輸送状況テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図５】第１の実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図６】第２の実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図７】第２の実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
【図８】第２の実施の形態の処理例を示す説明図である。
【図９】第２の実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図１０】第３の実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図１１】第３の実施の形態の処理例を示す説明図である。
【図１２】第３の実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図１３】第４の実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図１４】第４の実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図１５】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な各種の実施の形態の例を説明
する。
＜＜第１の実施の形態＞＞
　図１は、第１の実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している
。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プ
ログラム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュー
ルはコンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成
におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、それらのモジュールとして機能
させるためのコンピュータ・プログラム（コンピュータにそれぞれの手順を実行させるた
めのプログラム、コンピュータをそれぞれの手段として機能させるためのプログラム、コ
ンピュータにそれぞれの機能を実現させるためのプログラム）、システム及び方法の説明
をも兼ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等
の文言を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、
記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御するという意味である。ま
た、モジュールは機能に一対一に対応していてもよいが、実装においては、１モジュール
を１プログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成してもよく、
逆に１モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュールは１コンピ
ュータによって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュータによって１
モジュールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジ
ュールが含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接
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続（データの授受、指示、データ間の参照関係等）の場合にも用いる。「予め定められた
」とは、対象としている処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が
始まる前はもちろんのこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象とし
ている処理の前であれば、そのときの状況・状態にしたがって、又はそれまでの状況・状
態にしたがって定まることの意を含めて用いる。「予め定められた値」が複数ある場合は
、それぞれ異なった値であってもよいし、２以上の値（もちろんのことながら、全ての値
も含む）が同じであってもよい。また、「Ａである場合、Ｂをする」という意味を有する
記載は、「Ａであるか否かを判断し、Ａであると判断した場合はＢをする」の意味で用い
る。ただし、Ａであるか否かの判断が不要である場合を除く。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのことながら、「システム」
には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（社会システム）にすぎないものは含
まない。
　また、各モジュールによる処理毎に又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその処
理毎に、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果を記
憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理後の
記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶装置
としては、ハードディスク、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、外
部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００４２】
　本実施の形態である情報処理装置１００は、情報処理装置１００が設置されている機器
の輸送状況を検出するものであって、図１の例に示すように、検出モジュール１１０、記
憶制御モジュール１２０、記憶モジュール１３０、時計モジュール１４０、設定操作検出
モジュール１５０、出力モジュール１６０を有している。また、情報処理装置１００は、
その機器の動作状況を検出するために設置されているものである。例えば、その機器の動
作に必要な状況を検出するものが含まれる。より具体的には、機器（機器内の部品等を含
む）の故障検出又は故障予測のためのセンサー（温湿度計、加速度センサー、振動センサ
ー等）が含まれる。なお、情報処理装置１００は、電源としてバッテリー（乾電池、蓄電
池等）を利用してもよいし、また、機器を搬送している移動体から電源を供給してもらっ
てもよい。
　ここで情報処理装置１００が設置されている「機器」は、情報処理装置１００を本来的
に有している機器であればよい。例えば、後述するように複写機、ファックス、スキャナ
、プリンタ、複合機（スキャナ、プリンタ、複写機、ファックス等のいずれか２つ以上の
機能を有している画像処理装置）等の画像処理装置２００であってもよいし、パーソナル
コンピュータ、携帯情報通信機器（携帯電話、スマートフォン、モバイル機器、ウェアラ
ブルコンピュータ等を含む）、情報家電、ロボット等であってもよい。
【００４３】
　機器を製造した工場から、その機器を設置等するために輸送が行われている。ここで機
器を設置等するとは、その機器を使用可能な状態にすることである。
　輸送時の衝撃や倒立状態、又は傾斜状態など、機器がどのように扱われて搬送されたか
を把握することで、物流の品質改善を図ることが可能である。
　しかしながら、輸送状況を示す情報を把握するために、前述の特許文献１、２等では機
器とは別に検出装置（センサー）、無線通信装置、カメラ撮像装置等を要する。その上、
検知装置等は搬送が完了すると不要となる。
　本実施の形態は、加速度センサー、振動センサー等の検出装置を備えた機器において、
初期設定されない状態を輸送状態と判断し、検出装置によって検出された輸送状況を記憶
モジュール１３０に記憶させ、初期設定された場合に記憶モジュール１３０から輸送状況
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を読み出して出力するものである。
【００４４】
　検出モジュール１１０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。検出モジュー
ル１１０は、情報処理装置１００を含む機器の輸送状況を検出する。そして、検出モジュ
ール１１０は、機器の動作状況を検出するために設置されたものである。例えば、温湿度
計、加速度センサー、振動センサー等が該当し、これらは、機器の性能を発揮するための
ものである。より具体的には、機器が画像処理装置である場合、ドラムの温度を計測する
ための温度計が該当する。また、画像処理装置の環境を計測するセンサーとして、加速度
センサー、振動センサー等が設置されているが、これらを検出モジュール１１０として利
用してもよい。なお、検出モジュール１１０の感度および検出期間(タイミング、周期)は
、任意で設定変更することも可能である。よって、検出モジュール１１０の感度および検
出期間の設定を輸送状況を検出する場合と機器の動作状況を検出する場合とで切り替える
ことが可能である。
　また、検出モジュール１１０は、設定操作検出モジュール１５０によって予め定められ
た動作が検出された場合、機器の動作状況を検出できるように切り替える（用途を変更す
る）。つまり、その機器における検出モジュール１１０の本来の機能を発揮させるように
する。
　時計モジュール１４０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。時計モジュー
ル１４０は、日時（年、月、日、時、分、秒、秒以下、又はこれらの組み合わせであって
もよい）を計測する機能を有している。例えば、時計モジュール１４０としてタイマ（Ｒ
ＴＣ：Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）等が該当する。
【００４５】
　設定操作検出モジュール１５０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。設定
操作検出モジュール１５０は、予め定められた動作を検出する。ここでの「予め定められ
た動作」は、機器に対して行われる動作である。設定操作検出モジュール１５０によって
予め定められた動作が検出された場合、輸送状態が解除されたことになる。例えば、「予
め定められた動作」として、機器を使用可能な状態にするための動作であり、ユーザー（
設置担当者等）による装置への初期設定（ユーザーインタフェースとしてのタッチスクリ
ーン等を用いた初期設定）等の動作が該当する。又は、ユーザーによる初期設定が必要で
ない場合には、機器の電源オンであってもよいし、ユーザーによる機器の開始動作（ボタ
ン押下、データ通信等）等であってもよい。
【００４６】
　記憶制御モジュール１２０は、検出モジュール１１０、記憶モジュール１３０、時計モ
ジュール１４０、設定操作検出モジュール１５０、出力モジュール１６０と接続されてい
る。記憶制御モジュール１２０は、設定操作検出モジュール１５０が予め定められた動作
を検出するまで、検出モジュール１１０から受け取った機器の輸送状況を示す検出結果を
記憶モジュール１３０に記憶させる制御を行う。また、検出結果をその検出した日時（時
計モジュール１４０からの日時情報）とともに記憶させてもよい。記憶制御モジュール１
２０は、例えば、輸送状況テーブル４００を記憶モジュール１３０に記憶させる。図４は
、輸送状況テーブル４００のデータ構造例を示す説明図である。輸送状況テーブル４００
は、機器ＩＤ欄４１０、輸送開始日時欄４２０、検出センサーＩＤ欄４３０、検出日時欄
４３２、検出値欄４３４を有している。機器ＩＤ欄４１０は、本実施の形態において、機
器を一意に識別するための情報（機器ＩＤ：ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を記憶して
いる。輸送開始日時欄４２０は、輸送開始日時を記憶している。検出センサーＩＤ欄４３
０は、本実施の形態において、検出センサーを一意に識別するための情報（検出センサー
ＩＤ）を記憶している。検出日時欄４３２は、検出日時を記憶している。検出値欄４３４
は、検出値を記憶している。以下、検出センサーＩＤ欄４３０、検出日時欄４３２、検出
値欄４３４の組み合わせが続く。なお、例えば、衝撃があったか否か等を解析する場合に
あっては、検出日時欄４３２を省略してもよい。
【００４７】
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　また、記憶制御モジュール１２０は、検出モジュール１１０による検出結果が予め定め
られた範囲にある値の場合に、その検出結果を記憶モジュール１３０に記憶させる制御を
行うようにしてもよい。ここで「予め定められた範囲」として、値を含む（以下、同様）
。したがって、範囲の指定には、値（値が一致すること）、上限値、下限値、又は上限値
と下限値によるものが含まれる。したがって、予め定められた閾値を越えること、予め定
められた閾値を下回ること等が含まれる。例えば、輸送状況を示す検出結果が予め定めら
れた値の場合に、適切ではない輸送状況が発生したと判断して検出結果を記憶モジュール
１３０に記憶させる。記憶容量が少なくなり、適切ではない輸送状況の解析が容易になる
。なお、予め定められた範囲は、輸送状況を検出する場合と機器の動作状況を検出する場
合とで変更しても良い。
　また、記憶制御モジュール１２０は、検出モジュール１１０による検出結果が予め定め
られた範囲にある値の場合に、機器を輸送している者、機器の管理者(製造者、カスタマ
ーエンジニア)、機器の購入者等に警告を出力する制御を行うようにしてもよい。「機器
を輸送している者」として、例えば、移動体のドライバー等が該当する。より具体的には
、その「機器を輸送している者等」が所持している情報処理端末（携帯端末、輸送車等に
備え付けられている情報処理装置等を含む）への出力を含む。また、警告として、ディス
プレイ等の表示装置への表示の他に、プリンター等の印刷装置での印刷、スピーカー等の
音声出力装置への音声の出力、振動等があり、それらの組み合わせであってもよい。警告
を発することによって、適切ではない輸送状況を改善することができる。また、切り替え
前後（機器を設置する前（輸送中）、設置した後）で、警告を出力する予め定められた範
囲を切り替える（変更する）ようにしてもよい。
【００４８】
　記憶モジュール１３０は、記憶制御モジュール１２０、出力モジュール１６０と接続さ
れている。記憶モジュール１３０は、記憶制御モジュール１２０の制御によって、検出モ
ジュール１１０の検出結果を記憶する。例えば、記憶モジュール１３０として半導体メモ
リ等が該当する。なお、記憶モジュール１３０は、情報処理装置１００内に設置されてい
てもよいし、情報処理装置１００外に設置されていてもよい。情報処理装置１００外に設
置されている場合は、記憶制御モジュール１２０と通信（無線、有線、その組み合わせで
あってもよい）を行い、検出モジュール１１０の検出結果を記憶する。
　また、記憶モジュール１３０は、設定操作検出モジュール１５０によって予め定められ
た動作が検出された場合、検出した輸送状況に応じて機器の設定を記憶モジュール１３０
から読み込む又は記憶させる制御を行う手段に切り替わる（用途を変更する）ようにして
もよい。つまり、その機器における機能を発揮させるのに最適な設定にする。なお、記憶
モジュール１３０は、輸送状況を記憶する記憶装置と機器の動作に必要な情報（例えば、
履歴情報等）を記憶する記憶装置との２つの構成としてもよいし、１つの記憶装置におい
て記憶領域を異ならせてもよい。さらに、輸送状況を記憶する記憶領域を設置した後は、
機器の動作に必要な情報を記憶する記憶領域として用いるようにしてもよい。機器におけ
る機能を発揮させるのに設定を変更する例として、具体的には、複合機が輸送時に大きな
衝撃を受けた場合、サイドレジの調整値を通常時に比べ変更することが挙げられる。他に
も、複合機の輸送時の温度、湿度などが、通常考えられる範囲より越えている場合、帯電
電圧、転写電圧、トナー撹拌および供給の時間・回数、クリーニング時間・回数を変更す
る。また複合機以外の製品で例を挙げれば、輸送状況に応じて測定機器の校正値を修正す
ることが考えられ、それ以外の製品でも同様に輸送状況に応じて設定を変更することが考
えられる。
【００４９】
　出力モジュール１６０は、通信制御モジュール１７０、提示制御モジュール１８０を有
しており、記憶制御モジュール１２０、記憶モジュール１３０と接続されている。出力モ
ジュール１６０は、設定操作検出モジュール１５０によって予め定められた動作が検出さ
れた場合、記憶モジュール１３０に記憶された検出結果を出力できる。ここで「出力」と
して、例えば、ユーザーに輸送状況を通知すること、輸送管理者に輸送状況を通信するこ
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とを含む。また、出力する時期は、設定操作検出モジュール１５０によって予め定められ
た動作が検出された後（直後を含む）であればよい。
　通信制御モジュール１７０は、輸送管理者に輸送状況を通信する。設定操作検出モジュ
ール１５０によって予め定められた動作が検出された場合、検出結果を記憶モジュール１
３０から読み出し、輸送状況を通信する。情報処理装置１００以外の装置（通信相手、検
出結果の通知相手）と通信（無線、有線、その組み合わせであってもよい）するための機
能を有している。
　提示制御モジュール１８０は、ユーザーに輸送状況を通知する。設定操作検出モジュー
ル１５０によって予め定められた動作が検出された場合、検出結果を記憶モジュール１３
０から読み出し、輸送状況を通知する。例えば、ユーザーインタフェース用の液晶ディス
プレイ等が該当する。
【００５０】
　図２は、第１の実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
　図２（ａ）に示す例は、機器としての画像処理装置２００が、情報処理装置１００を有
している。画像処理装置２００における本来の機能（複写、印刷等）を発揮させる場合は
、情報処理装置１００は、画像処理装置２００の動作状況を検出する。そして、画像処理
装置２００が輸送状態になった場合は、情報処理装置１００は、画像処理装置２００の輸
送状況を検出する。
　図２（ｂ）に示す例は、情報処理装置１００を有している画像処理装置２００は、通信
回線２９０を介して管理装置２５０と接続されている。画像処理装置２００が設置され（
つまり、輸送状態が解除され）、画像処理装置２００の輸送状況を示す検出結果を管理装
置２５０に送信する。そして、管理装置２５０では、画像処理装置２００の輸送状況を受
信して、輸送中の画像処理装置２００がどのように扱われたかについての解析を行う。
【００５１】
　図３は、第１の実施の形態の処理例を示す説明図である。
　工場３２５において画像処理装置２００が製造される。そして、画像処理装置２００を
梱包して梱包済製品３５０ａとして、トラック３５５ａ等によって倉庫３３０まで輸送さ
れる（輸送状態３０５）。
　そして、画像処理装置２００が売買された場合、倉庫３３０からオフィス３３５に輸送
される（輸送状態３１０）。その輸送状態３０５、輸送状態３１０においては、図３の例
のように、梱包済製品３５０ｂ、梱包済製品３５０ｃ等が積み重ねられたり、台車３６０
で運ばれたり、トラック３５５ｂ等によって輸送されたり、また、配達者３６５によって
運ばれたりする。それらの間に、例えば、急ブレーキ等によって衝撃３９０が発生し、検
出モジュール１１０の検出結果が予め定められた範囲に該当する場合、情報処理装置１０
０は情報格納処理３９２を行う。
　設置先のオフィス３３５では、梱包済製品３５０を開梱し、梱包箱３７５から画像処理
装置２００を取り出す。そして、操作者３７０によって初期設定の操作が行われる（輸送
状態解除３１５）。この初期設定を契機として、画像処理装置２００内の情報処理装置１
００は、輸送状態を解除して、今までの輸送状況を示す検出結果を管理装置２５０へ通信
回線２９０を介して送信する。
　そして、初期設定が済んだ画像処理装置２００では、通常動作３２０として画像処理装
置２００本来の動作（複写等）を行う。通常動作３２０では、情報処理装置１００は、画
像処理装置２００の動作状況を検出することとなる。
【００５２】
　図５は、第１の実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ５０２では、設定操作検出モジュール１５０は、初期設定の操作であるか否
かを判断し、初期設定の操作である場合はステップＳ５０８へ進み、それ以外の場合はス
テップＳ５０４へ進む。初期設定は、機器を設置する場合に行われる操作であるので、初
期設定の操作があったことを契機として、輸送が完了した（輸送状態ではなくなった）と
判断する。
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　ステップＳ５０４では、検出モジュール１１０は、輸送状況を検出したか否かを判断し
、検出した場合はステップＳ５０６へ進み、それ以外の場合はステップＳ５０２へ戻る。
なお、予め定められた期間毎に（周期的に）検出モジュール１１０が輸送状況を検出して
もよい。
　ステップＳ５０６では、記憶制御モジュール１２０は、輸送状況の検出値を記憶モジュ
ール１３０に記憶させる。また、検出結果が予め定められた範囲にある値の場合に、その
検出値を記憶モジュール１３０に記憶させるようにしてもよい。
　ステップＳ５０８では、記憶制御モジュール１２０は、輸送状況を解除する。
　ステップＳ５１０では、出力モジュール１６０は、記憶モジュール１３０内の輸送状況
を出力する。例えば、機器の液晶ディスプレイ等に表示するようにしてもよいし、管理装
置２５０へ通信するようにしてもよい。
　ステップＳ５１２では、検出モジュール１１０をその機器の本来の機能に設定する。
　ステップＳ５１４では、記憶モジュール１３０をその機器の本来の記憶装置として設定
する。
　なお、このフローチャートの例では、輸送状態をデフォルトとしているが、予め定めら
れた操作（輸送状態に移行することを設定する操作）を検知したことを条件として、ステ
ップＳ５０２以降の処理を行うようにしてもよい。
【００５３】
＜＜第２の実施の形態＞＞
　図６は、第２の実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
　情報処理装置６００は、検出モジュール１１０、記憶制御モジュール１２０、記憶モジ
ュール１３０、時計モジュール１４０、設定操作検出モジュール１５０、途中操作検出モ
ジュール６５０、出力モジュール１６０を有している。第１の実施の形態に途中操作検出
モジュール６５０を付加したものである。なお、前述の実施の形態と同種の部位には同一
符号を付し重複した説明を省略する（以下、同様）。
　検出モジュール１１０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　時計モジュール１４０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　設定操作検出モジュール１５０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　途中操作検出モジュール６５０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。途中
操作検出モジュール６５０は、予め定められた第２の動作を検出する。ここでの「予め定
められた第２の動作」とは、設定操作検出モジュール１５０が検出する「予め定められた
動作」の前に行われる動作であって、輸送の途中経過を出力させるための動作である。例
えば、図７の例で後述する途中経過検出装置７００から行われる通信であって、梱包され
た状態のままの機器と無線通信を介して行われる通信が該当する。
【００５４】
　記憶モジュール１３０は、記憶制御モジュール１２０、出力モジュール１６０と接続さ
れている。
　出力モジュール１６０は、通信制御モジュール１７０、提示制御モジュール１８０を有
しており、記憶制御モジュール１２０、記憶モジュール１３０と接続されている。出力モ
ジュール１６０は、設定操作検出モジュール１５０によって予め定められた動作を検出す
る前に、途中操作検出モジュール６５０によって予め定められた第２の動作が検出された
場合は、記憶モジュール１３０に記憶された検出結果を出力できる。輸送状態を解除する
ことなく、第２の動作を検出することによって現在までの輸送状況（途中経過を示す情報
）を出力する。出力先としては、例えば、途中経過検出装置７００である。また、出力す
る時期は、途中操作検出モジュール６５０によって予め定められた第２の動作が検出され
た後（直後を含む）であればよい。
　記憶制御モジュール１２０は、検出モジュール１１０、記憶モジュール１３０、時計モ
ジュール１４０、設定操作検出モジュール１５０、途中操作検出モジュール６５０、出力
モジュール１６０と接続されている。記憶制御モジュール１２０は、途中操作検出モジュ
ール６５０によって予め定められた第２の動作が検出され、出力モジュール１６０によっ
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て記憶モジュール１３０内の検出結果が出力された後に、記憶モジュール１３０内の輸送
状況を示す検出結果を削除するようにしてもよい。つまり、途中経過の情報を出力した後
は、記憶モジュール１３０を初期化するようにしてもよい。
【００５５】
　図７は、第２の実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
　図７（ａ）に示す例は、図２（ａ）に示す例と同等のものである。機器としての画像処
理装置２００が、情報処理装置１００を有している。
　図７（ｂ）に示す例は、画像処理装置２００の輸送状態において、つまり、画像処理装
置２００が梱包箱３７５に入った状態で、途中経過検出装置７００と通信を行うものであ
る。途中経過検出装置７００は、画像処理装置２００に対して、無線通信を介して第２の
動作を行う。そして、途中経過検出装置７００では、画像処理装置２００の輸送状況を受
信して、輸送中の画像処理装置２００がどのように扱われたかについての解析を行う。又
は、途中経過検出装置７００から管理装置２５０に輸送状況を転送してもよい。無線通信
として、例えば、近距離無線通信等を用いればよい。情報処理装置１００は、輸送の途中
経過を途中経過検出装置７００に出力する。そして、その後、記憶モジュール１３０を初
期化してもよい。
　図７（ｃ）に示す例は、図２（ｂ）に示す例と同等のものである。画像処理装置２００
が設置され、画像処理装置２００の輸送状況を示す検出結果（途中経過検出装置７００へ
出力した検出結果を含む輸送状態における全体の検出結果、又は途中経過検出装置７００
へ出力した後の輸送状態における検出結果）を管理装置２５０に送信する。そして、管理
装置２５０では、画像処理装置２００の輸送状況を受信して、輸送中の画像処理装置２０
０がどのように扱われたかについての解析を行う。
【００５６】
　図８は、第２の実施の形態の処理例を示す説明図である。図８に示す例は、図３に示す
例に、倉庫３３０において、操作者８７０が途中経過検出装置７００を用いて、画像処理
装置２００の輸送の途中経過を抽出する例を付加したものである。
　倉庫３３０において、途中経過検出装置７００を所持している操作者８７０は梱包済製
品３５０ｇに近づき、操作者８７０の操作によって途中経過検出装置７００は、梱包済製
品３５０ｇ内の画像処理装置２００の情報処理装置１００と通信を行う。そして、記憶モ
ジュール１３０内の検出結果を途中経過検出装置７００に転送する。そして、途中経過検
出装置７００は、管理装置２５０に、その検出結果を送信する。この時点で、管理装置２
５０が不具合を発見した場合は、操作者８７０に確認等の指示を送信するようにしてもよ
い。
【００５７】
　図９は、第２の実施の形態による処理例を示すフローチャートである。図５に示したフ
ローチャート例に、ステップＳ９０４、Ｓ９１０の処理を付加したものである。
　ステップＳ９０２では、設定操作検出モジュール１５０は、初期設定の操作であるか否
かを判断し、初期設定の操作である場合はステップＳ９１２へ進み、それ以外の場合はス
テップＳ９０４へ進む。
　ステップＳ９０４では、途中操作検出モジュール６５０は、途中操作を検出したか否か
を判断し、検出した場合はステップＳ９１０へ進み、それ以外の場合はステップＳ９０６
へ進む。
　ステップＳ９０６では、検出モジュール１１０は、輸送状況を検出したか否かを判断し
、検出した場合はステップＳ９０８へ進み、それ以外の場合はステップＳ９０２へ戻る。
　ステップＳ９０８では、記憶制御モジュール１２０は、輸送状況の検出値を記憶モジュ
ール１３０に記憶させる。
　ステップＳ９１０では、出力モジュール１６０は、現時点の輸送状況を出力する。ステ
ップＳ９１０では、それまで検出した輸送状況の記憶を初期化（削除）してもよい。なお
、現時点そのものだけではなく、現時点に至るまでの経過情報も出力できるようにしても
よい。
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　ステップＳ９１２では、記憶制御モジュール１２０は、輸送状況を解除する。
　ステップＳ９１４では、出力モジュール１６０は、輸送状況を出力する。
　ステップＳ９１６では、検出モジュール１１０をその機器の本来の機能に設定する。
　ステップＳ９１８では、記憶モジュール１３０をその機器の本来の記憶装置として設定
する。
【００５８】
＜＜第３の実施の形態＞＞
　図１０は、第３の実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
　情報処理装置１０００は、検出モジュール１１０、記憶制御モジュール１２０、記憶モ
ジュール１３０、時計モジュール１４０、設定操作検出モジュール１５０、再輸送設定モ
ジュール１０５０、出力モジュール１６０を有している。第１の実施の形態に再輸送設定
モジュール１０５０を付加したものである。
　検出モジュール１１０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。検出モジュー
ル１１０は、設定操作検出モジュール１５０によって予め定められた動作が検出された後
に、再輸送設定モジュール１０５０によって予め定められた第３の動作が検出された場合
、輸送状況を検出する。予め定められた第３の動作は、輸送状態に再設定する動作である
。つまり、再度の輸送状態として、検出モジュール１１０は輸送状況を検出する。具体的
には、機器のタッチスクリーン等を用いて、輸送状態に移行（又は再度移行）することを
設定する操作等が該当する。
　時計モジュール１４０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　設定操作検出モジュール１５０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　再輸送設定モジュール１０５０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。再輸
送設定モジュール１０５０は、設定操作検出モジュール１５０によって予め定められた動
作が検出された後に、予め定められた第３の動作を検出する。ここでの「予め定められた
第３の動作」とは、再度、情報処理装置１００を輸送状態にするための動作である。した
がって、いったんは輸送が完了（設定操作検出モジュール１５０が「予め定められた動作
」を検出）しており、その後に行われる動作である。例えば、顧客の事務所に届ける前に
、営業所等で梱包を解き、最終的な組み立て、検査等を行って、輸送を行う場合に行う動
作である。具体的には、輸送状態開始を示す操作ボタンを選択する等の操作が該当する。
【００５９】
　記憶モジュール１３０は、記憶制御モジュール１２０、出力モジュール１６０と接続さ
れている。
　出力モジュール１６０は、通信制御モジュール１７０、提示制御モジュール１８０を有
しており、記憶制御モジュール１２０、記憶モジュール１３０と接続されている。
　記憶制御モジュール１２０は、検出モジュール１１０、記憶モジュール１３０、時計モ
ジュール１４０、設定操作検出モジュール１５０、再輸送設定モジュール１０５０、出力
モジュール１６０と接続されている。記憶制御モジュール１２０は、設定操作検出モジュ
ール１５０によって予め定められた動作が検出された後に、再輸送設定モジュール１０５
０によって予め定められた第３の動作が検出された場合、記憶制御モジュール１２０は、
機器の輸送状況を示す検出結果を記憶モジュール１３０に記憶させる制御を行う。再度の
輸送状態であるとして、記憶制御モジュール１２０は、検出モジュール１１０が検出した
輸送状況を記憶モジュール１３０に記憶させる。もちろんのことながら、記憶モジュール
１３０は、輸送状態を記憶する記憶装置となる。
　また、記憶制御モジュール１２０は、再輸送設定モジュール１０５０によって予め定め
られた第３の動作が検出された場合、記憶モジュール１３０内の輸送状況を示す検出結果
を削除するようにしてもよい。つまり、再度の輸送状態になった場合は、記憶モジュール
１３０を初期化するようにしてもよい。
【００６０】
　図１１は、第３の実施の形態の処理例を示す説明図である。図１１に示す例は、図３に
示す例に、輸送状態３１０で営業所１１３５において、操作者１１７０が梱包済製品３５
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０ａを開梱し、梱包箱１１７５から画像処理装置２００を取り出し、その画像処理装置２
００を検査等して、さらにオフィス３３５へ輸送する例を付加したものである。ここでは
、いったん初期設定を行うので、この時点までの検出結果を管理装置２５０に送信する。
その後、操作者１１７０が、輸送状態開始を示す操作ボタンを選択して、輸送状態に戻す
。なお、検出結果を管理装置２５０に送信した後に、記憶モジュール１３０内の輸送状況
を示す検出結果を削除する処理を行ってもよい。
【００６１】
　図１２は、第３の実施の形態による処理例を示すフローチャートである。図５に示した
フローチャート例に、ステップＳ１２１２、Ｓ１２１４の処理を付加したものである。
　ステップＳ１２０２では、設定操作検出モジュール１５０は、初期設定の操作であるか
否かを判断し、初期設定の操作である場合はステップ１２０８へ進み、それ以外の場合は
ステップＳ１２０４へ進む。
　ステップＳ１２０４では、検出モジュール１１０は、輸送状況を検出したか否かを判断
し、検出した場合はステップＳ１２０６へ進み、それ以外の場合はステップＳ１２０２へ
戻る。
　ステップＳ１２０６では、記憶制御モジュール１２０は、輸送状況の検出値を記憶モジ
ュール１３０に記憶させ、ステップＳ１２０２へ戻る。
　ステップＳ１２０８では、記憶制御モジュール１２０は、輸送状況を解除する。
　ステップＳ１２１０では、出力モジュール１６０は、輸送状況を出力する。
　ステップＳ１２１２では、再輸送設定モジュール１０５０は、再輸送の操作を検出した
か否かを判断し、検出した場合はステップＳ１２１４へ進み、それ以外の場合はステップ
Ｓ１２１６へ進む。
　ステップＳ１２１４では、出力モジュール１６０は、輸送状態に設定し、ステップＳ１
２０２へ戻る。ステップＳ１２１４では、それまで検出した輸送状況の記憶を初期化（削
除）してもよい。
　ステップＳ１２１６では、検出モジュール１１０をその機器の本来の機能に設定する。
　ステップＳ１２１８では、記憶モジュール１３０をその機器の本来の記憶装置として設
定する。
　なお、ステップＳ１２１０とステップＳ１２１２の間に、ステップＳ１２１６、Ｓ１２
１８を挿入してもよい。その場合は、ステップＳ１２１４において、検出モジュール１１
０を輸送状況の検出用に設定し、記憶モジュール１３０を検出モジュール１１０の検出結
果の記憶用に設定する。
【００６２】
＜＜第４の実施の形態＞＞
　図１３は、第４の実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
　情報処理装置１３００は、検出モジュール１１０、記憶制御モジュール１２０、記憶モ
ジュール１３０、時計モジュール１４０、設定操作検出モジュール１５０、途中操作検出
モジュール６５０、再輸送設定モジュール１０５０、出力モジュール１６０を有している
。第２の実施の形態と第３の実施の形態を組み合わせたものである。
　検出モジュール１１０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　記憶制御モジュール１２０は、検出モジュール１１０、記憶モジュール１３０、時計モ
ジュール１４０、設定操作検出モジュール１５０、途中操作検出モジュール６５０、再輸
送設定モジュール１０５０、出力モジュール１６０と接続されている。
　記憶モジュール１３０は、記憶制御モジュール１２０、出力モジュール１６０と接続さ
れている。
　時計モジュール１４０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　設定操作検出モジュール１５０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　途中操作検出モジュール６５０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　再輸送設定モジュール１０５０は、記憶制御モジュール１２０と接続されている。
　出力モジュール１６０は、通信制御モジュール１７０、提示制御モジュール１８０を有
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しており、記憶制御モジュール１２０、記憶モジュール１３０と接続されている。
【００６３】
　図１４は、第４の実施の形態による処理例を示すフローチャートである。図９の例に示
したフローチャート例と図１２の例に示したフローチャート例を組み合わせたものである
。
　ステップＳ１４０２では、設定操作検出モジュール１５０は、初期設定の操作であるか
否かを判断し、初期設定の操作である場合はステップＳ１４１２へ進み、それ以外の場合
はステップＳ１４０４へ進む。
　ステップＳ１４０４では、途中操作検出モジュール６５０は、途中操作を検出したか否
かを判断し、検出した場合はステップＳ１４１０へ進み、それ以外の場合はステップＳ１
４０６へ進む。
　ステップＳ１４０６では、検出モジュール１１０は、輸送状況を検出したか否かを判断
し、検出した場合はステップＳ１４０８へ進み、それ以外の場合はステップＳ１４０２へ
戻る。
　ステップＳ１４０８では、記憶制御モジュール１２０は、輸送状況の検出値を記憶モジ
ュール１３０に記憶させ、ステップＳ１４０２へ戻る。
　ステップＳ１４１０では、出力モジュール１６０は、現時点の輸送状況を出力する。ス
テップＳ１４１０では、それまで検出した輸送状況の記憶を初期化（削除）してもよい。
　ステップＳ１４１２では、記憶制御モジュール１２０は、輸送状況を解除する。
　ステップＳ１４１４では、出力モジュール１６０は、輸送状況を出力する。
　ステップＳ１４１６では、再輸送設定モジュール１０５０は、再輸送の操作を検出した
か否かを判断し、検出した場合はステップＳ１４１８へ進み、それ以外の場合はステップ
Ｓ１４２０へ進む。
　ステップＳ１４１８では、出力モジュール１６０は、輸送状態に設定し、ステップＳ１
４０２へ戻る。ステップＳ１４１８では、それまで検出した輸送状況の記憶を初期化（削
除）してもよい。
　ステップＳ１４２０では、検出モジュール１１０をその機器の本来の機能に設定する。
　ステップＳ１４２２では、記憶モジュール１３０をその機器の本来の記憶装置として設
定する。
【００６４】
　前述の実施の形態では、１つの機器を輸送した場合について適応させるものであるが、
複数の異なる機器（種類の異なるセンサーが搭載されている機器）を輸送する場合は、自
身の機器で不足しているセンサーの検出値を他の機器から補うようにしてもよい。なお、
ここでセンサーが不足しているとは、そもそもセンサーを具備していない場合も含む。そ
のために、各機器の情報処理装置は近距離通信を行い、互いの機器が搭載しているセンサ
ーを通知しあう。そして、自身の機器Ａで不足しているセンサーを特定し、そのセンサー
を有している機器Ｂの情報処理装置に対して、そのセンサーの検出値を送信するように依
頼する。機器Ｂの情報処理装置は、センサーの検出値を機器Ａの情報処理装置に送信する
。機器Ａの情報処理装置は、受信した検出値を、前述の検出モジュール１１０が検出した
検出値と同等に扱えばよい。異なる機器を輸送する場合、各機器のセンサーの過不足を補
って、単体の機器のセンサーを用いる場合に比べて、輸送状態に関する情報をより多く得
ることができるようになる。
【００６５】
　図１５を参照して、本実施の形態が搭載される機器である画像処理装置のハードウェア
構成例について説明する。図１５に示す構成は、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）
等によって構成されるものであり、スキャナ等のデータ読み取り部１５１７と、プリンタ
等のデータ出力部１５１８を備えたハードウェア構成例を示している。
【００６６】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１５０１は、前述の実施
の形態において説明した各種のモジュール、すなわち、記憶制御モジュール１２０、設定
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操作検出モジュール１５０、出力モジュール１６０、途中操作検出モジュール６５０、再
輸送設定モジュール１０５０等の各モジュールの実行シーケンスを記述したコンピュータ
・プログラムにしたがった処理を実行する制御部である。
【００６７】
　ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１５０２は、ＣＰＵ１５０１が使用する
プログラムや演算パラメータ等を格納する。ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）１５０３は、記憶モジュール１３０としての機能を有し、ＣＰＵ１５０１の実
行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化するパラメータ等を格納す
る。これらはＣＰＵバス等から構成されるホストバス１５０４により相互に接続されてい
る。
【００６８】
　ホストバス１５０４は、ブリッジ１５０５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　
Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バス等の外部バ
ス１５０６に接続されている。
【００６９】
　キーボード１５０８、マウス等のポインティングデバイス１５０９は、操作者により操
作されるデバイスである。ディスプレイ１５１０は、液晶表示装置又はＣＲＴ（Ｃａｔｈ
ｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）等があり、各種情報をテキストやイメージ情報として表示す
る。また、ポインティングデバイス１５０９とディスプレイ１５１０の両方の機能を備え
ているタッチスクリーン等であってもよい。
【００７０】
　ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１５１１は、ハードディスク（フラッシュ
メモリ等であってもよい）を内蔵し、ハードディスクを駆動し、ＣＰＵ１５０１によって
実行するプログラムや情報を記録又は再生させる。ハードディスクには、電源オンになっ
た状態でＲＡＭ１５０３に記憶されている検出結果等を記憶するようにしてもよい。さら
に、その他の各種データ、各種コンピュータ・プログラム等が格納される。
【００７１】
　ドライブ１５１２は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又
は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体１５１３に記録されているデータ又はプログラ
ムを読み出して、そのデータ又はプログラムを、インタフェース１５０７、外部バス１５
０６、ブリッジ１５０５、及びホストバス１５０４を介して接続されているＲＡＭ１５０
３に供給する。なお、リムーバブル記録媒体１５１３も、データ記録領域として利用可能
である。
【００７２】
　接続ポート１５１４は、外部接続機器１５１５を接続するポートであり、ＵＳＢ、ＩＥ
ＥＥ１３９４等の接続部を持つ。接続ポート１５１４は、インタフェース１５０７、及び
外部バス１５０６、ブリッジ１５０５、ホストバス１５０４等を介してＣＰＵ１５０１等
に接続されている。通信部１５１６は、通信回線に接続され、外部とのデータ通信処理を
実行する。データ読み取り部１５１７は、例えばスキャナであり、ドキュメントの読み取
り処理を実行する。データ出力部１５１８は、例えばプリンタであり、ドキュメントデー
タの出力処理を実行する。各種センサー１５２０は、検出モジュール１１０に該当するも
のであり、温湿度計、加速度センサー、振動センサー等が該当する。センサー１５２０は
、複数（複数個、複数種類）あってもよく、データ読み取り部１５１７、データ出力部１
５１８等の動作状況を検出する。
【００７３】
　なお、図１５に示す画像処理装置のハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであ
り、本実施の形態は、図１５に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュ
ールを実行可能な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（
例えば特定用途向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）等）で構成してもよく、一部のモジュールは外
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部のシステム内にあり通信回線で接続している形態でもよく、さらに図１５に示すシステ
ムが複数互いに通信回線によって接続されていて互いに協調動作するようにしてもよい。
また、特に、パーソナルコンピュータの他、携帯情報通信機器、情報家電、ロボット、複
写機、ファックス、スキャナ、プリンタ、複合機などに組み込まれていてもよい。
【００７４】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通等のために用いられる、プログラムが記録されたコ
ンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリーカー
ド等が含まれる。
　そして、前記のプログラムの全体又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通
等させてもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワー
ク（ＷＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線
ネットワーク、又は無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用
いて伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分又は全部であってもよく、又は
別個のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に分割
して記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化等、復元可能であればどのような態様で
記録されていてもよい。
【符号の説明】
【００７５】
　１００…情報処理装置
　１１０…検出モジュール
　１２０…記憶制御モジュール
　１３０…記憶モジュール
　１４０…時計モジュール
　１５０…設定操作検出モジュール
　１６０…出力モジュール
　１７０…通信制御モジュール
　１８０…提示制御モジュール
　２００…画像処理装置
　２５０…管理装置
　２９０…通信回線
　６００…情報処理装置
　６５０…途中操作検出モジュール
　７００…途中経過検出装置
　１０００…情報処理装置
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　１０５０…再輸送設定モジュール
　１３００…情報処理装置
【要約】
【課題】機器の動作状況を検出するために設置された検出手段が、輸送状況を検出し、予
め定められた動作を検出するまで、機器の輸送状況を示す検出結果を記憶装置に記憶させ
るようにした情報処理装置を提供する。
【解決手段】情報処理装置の第１の検出手段は、輸送状況を検出し、第２の検出手段は、
予め定められた動作を検出し、制御手段は、予め定められた動作を検出するまで、機器の
輸送状況を示す検出結果を第１の記憶装置に記憶させる制御を行い、第１の検出手段は、
前記第２の検出手段で予め定められた動作を検出した後、前記機器の動作状況を検出でき
るように切り替える。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】



(30) JP 5939349 B1 2016.6.22
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【図１４】 【図１５】
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